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小山田地区市民センター
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ホームページアドレス
http://oyamada3320.sakura.ne.jp
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◇対象者

◇対象者◇対象者

◇対象者 おおむね６５歳以上の市民の方

おおむね６５歳以上の市民の方おおむね６５歳以上の市民の方

おおむね６５歳以上の市民の方

◇服装・持ち物

◇服装・持ち物◇服装・持ち物

◇服装・持ち物 動きやすい服装・タオル・お茶等

動きやすい服装・タオル・お茶等動きやすい服装・タオル・お茶等

動きやすい服装・タオル・お茶等

こんにちは。小山田小学校です。
本年度も小山田美術館をお借りして、『小山田小作品展』を行います。
図工の作品や書き初めの作品を、全児童分展示します。
お時間がありましたら、お立ち寄りください。

日時：１月２１日(木)～１月２７日(水) １０：００～１６：００ (２５日は休館日です)

・死亡届、出生届、婚姻届、

離婚届などの受付

・埋火葬許可証の交付

市役所市役所市役所市役所 地下地下地下地下１階１階１階１階宿直室宿直室宿直室宿直室

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：354-8262 ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：354-8311 
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●戸籍関係事務戸籍関係事務戸籍関係事務戸籍関係事務 ●
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・参加費：無料 ・申込：不要

皆さんのご参加

お待ちしております

イキイキ教室のご案内

自動車文庫のご案内

ＪＡ小山田支店ＪＡ小山田支店ＪＡ小山田支店ＪＡ小山田支店 鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場
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四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を

提供するもので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。

その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。

委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお問

い合わせください。

問合せ：文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９

Ｅ－ｍａｉｌ：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

ウラ面もご覧くださいウラ面もご覧くださいウラ面もご覧くださいウラ面もご覧ください

募集の締切り募集の締切り募集の締切り募集の締切り ２月５日（金）必着２月５日（金）必着２月５日（金）必着２月５日（金）必着

プレミアム付商品券利用期限が近づいています

プレミアム付商品券の利用期限は平成２８年１月１２日（火）です。

利用期限を過ぎたプレミアム付商品券は、利用することも、払い戻しを

することもできませんので、期限までにご利用ください。

プレミアム付商品券が利用できる加盟店舗は各地区市民センターまたは

ホームページなどで確認することができます。

問合せ：プレミアム付商品券実行委員会

ＴＥＬ：３５０－３１６０

ホームページ：http://www.y-pken.com/

野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）野生動物（サル等）の追い払い専用花火（５連発式）を平成２３年度より市にて購入、配付して

おりますが、使用には火薬取締法に基づく事前講習を受講していただく必要があります。

そこで下記のとおり 使用講習会を開催使用講習会を開催使用講習会を開催使用講習会を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

※ 内容は前回までの講習会と同様ですので、前回までに受講された方は受講の必要はありません。

日日日日時時時時 ：：：：平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１１１１月月月月８８８８日（日（日（日（金金金金）））） １５：００１５：００１５：００１５：００～～～～ 場場場場所所所所 ：：：：高花平小学校高花平小学校高花平小学校高花平小学校 視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室

講 師 ： 伊藤煙火工業株式会社

内 容 : 使用講習、使用実演、質疑応答など

＊ご参加いただいた方には後日、受講証明書が発行されます。

問合せ：農水振興課 TEL ３５４－８１８１

農水振興課・申込：不要 ・受講料：無料



募集人数：１２人

職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

任 期：平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（再任用する場合もあります）

勤 務 地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）

受験資格：次の要件をすべて満たす人

①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。

②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。

③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、

３年以上経過していること。

④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

⑤四日市市に在住する人。

募集期間：平成２８年１月６日から１月２１日（必着）

応募方法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、

市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、

月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前８：３０～午後５：１５までにお願いします。

問 合 せ：市民生活課 ＴＥＬ３５４－８１４６

市民生活課

＊都市・環境常任委員会(総合会館)に参加ご希望で、お車でお越しになる方は

市営駐車場に 駐車してください。

＊天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

＊全会場、手話通訳いたします。 四日市市議会議事課

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

１１月定例月議会の議会報告会を、１月７日、８日、９日に開催します。常任委員会ごとに

分かれて開催いたします。今回は、２つの常任委員会が９日の土曜日に午前と午後に開催

します（詳細は下記参照）。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市

民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。

市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を

希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等で

お知らせいたします。

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会第２部：シティ・ミーティング（意見交換会第２部：シティ・ミーティング（意見交換会第２部：シティ・ミーティング（意見交換会））））

http://www.y-pken.com/



はもりあ四日市では平成２８年２月５日(金)～７日(日)にかけて「はもりあフェスタ」を

開催します。

５日(金)はオープニング企画として演奏会や寸劇、ワークショップ紹介、

６日(土)は手作り品販売等のショップが２０以上出店します。３階のはもりあ四日市の

ミーティングフロアではランチサービスもあります。

７日(日)はエンディング講演会、５日～７日の期間中通して１４のワークショップや

はもりあ登録グループの活動の様子をパネルで紹介！！

さらにスタンプラリーも開催します。シールを集めたら

粗品をプレゼント♪♪

２月５日からの「はもりあフェスタ」へぜひお越しください。

詳細は１２月下旬号の広報よっかいちをご覧ください。

問合せ：「はもりあ四日市」

ＴＥＬ：３５４－８３３１(日・月・祝休館)

マイナンバー制度に便乗して、口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の
削除を持ち掛けたりする、不審な電話や訪問に関する相談が増加しています。
最近では、「あなたのマイナンバーが漏れている」などとして別の怪しいサ
イトへ誘導する、不審なメールに関する相談も寄せられています。
マイナンバー関連をうたうメールが送られてきても、自分の勤務先など送付
者が明らかなものを除き、安易に開封せず、記載されたサイトのアドレスに安
易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないようにしましょう。
また、市役所等の公的機関の職員が、マイナンバーの通知や手続きに関して、

家族構成や年金の情報、口座番号等を聞くことはありません。金銭を要求する
こともありませんので、決して支払わないようにしてください。

不安だな、心配だな、と思ったら、お気軽に、

市民・消費生活相談室市民・消費生活相談室市民・消費生活相談室市民・消費生活相談室

相談専用電話相談専用電話相談専用電話相談専用電話 ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４３５４－８２６４

※※※※相談時間：月～金相談時間：月～金相談時間：月～金相談時間：月～金 ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００

１３：００～１６：００１３：００～１６：００１３：００～１６：００１３：００～１６：００

または、最寄りの警察などにご相談ください。
問合せ：市民・消費生活相談室

ＴＥＬ：３５４－８１４７


